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２．議題
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【調査結果の報告】

資料４ー１

「鎌ケ谷市地域公共交通計画策定調査業務委託
報告書 概要版」（案） をご覧ください。
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対応意見

地域公共交通計画の策定を進めていく中で、交通弱者への対
応や公共交通機関の利用促進等検討していくこととなります。

交通弱者に対し公共交通機関の利用を促進するには、補助の他に、
生活施設（買い物や病院）への足をバス停等から近く設置するこ
とが望ましいのではないかと考えます。

地域公共交通計画の策定を進めていく中で、グリーンスロー
モビリティについても検討していくこととなります。

グリーンスローモビリティについて、道路交通法の改正により住
宅地での制限速度30㎞/ｈとなり、20㎞/ｈで走ることは既存の速
度制限に比べ、大差なく運行できるのではないかと思います。ま
た、バス停自体を無くし、アプリで運行状態を確認し、任意の場
所で乗車並びに降車できれば交通弱者にとっても利点になると思
います。

鎌ケ谷市中央地区公共施設第１駐車場は初富駅に近接してお
りますが、きらりホール等の施設利用者の駐車場として使用
されていますので、所管する部署と可能性について相談して
みたいと思います。

既存の公共交通機関については、アンケートにもあるように時間
帯の運行希望が多いというのは事業者次第なのかなと感じます。
また、タクシーについては乗降者数の多い新鎌ケ谷・鎌ケ谷・鎌
ケ谷大仏駅では見かけますが、初富駅にはタクシープールが無い
等で利用できないことが不満です。例えば、中央地区第一駐車場
に数台でもタクシーが配置できればと思います。

ご指摘の箇所については後日修正・統一いたします。資料4-1 2 公共交通の現況
（4）コミュニティバス
年間利用者数は約17,400人増加→年間○○○○人が利用し、
17,400人増加した。
（５）タクシー 本紙→本市
資料4-2
P12 鎌ケ谷市→本市
P52 本文とグラフの年が和暦と西暦となっている
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審議事項（１）鎌ケ谷市地域公共交通計画策定調査業務の事業評価について

（案）
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令和７年度 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定等に係る事業）

令和8年1月28日

鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会協議会名：

地域公共交通計画策定事業評価対象事業名：

③計画等の策定等に向けた方針②事業実施の適切性①事業の結果概要

次年度に規範パートと実行パート
の検討を行い、令和９年３月までに
計画策定予定

事業が計画どおり適切
に実施されている。

A

【事業内容】
・地域公共交通に関する調査
・市内各地域の公共交通に関するニーズの把握
・地域公共交通を取り巻く課題整理
・協議会開催

【結果概要】
・既存の統計データ等から人口推移や生活関連施設の立地状
況等を整理した。
・交通事業者からの提供データ等をもとに公共交通の運行状
況、利用状況等を整理した。
・上位・関連計画等におけるまちづくりの方向性等を整理した。
・日常的な交通行動、公共交通の利用状況、サービスに対す
る満足度、公共交通の維持・確保のあり方等を把握し、将来の
地域公共交通の姿やその実現に向けて必要となる施策等を検
討するための基礎資料となる市民アンケートを実施した。
・本市の地域公共交通を取り巻く課題を【地域特性】と【アン
ケート調査結果】から整理した。
・計画策定に向けた調査内容や結果を受けて協議会を開催し
た。

（案）



（１）鎌ケ谷市地域公共交通計画策定調査業務の事業評価について

鎌ケ谷市地域公共交通計画策定調査業務の事業評価に

ついて、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

審 議
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３．議題

（２）鎌ケ谷市・白井市合同バス・タクシー運転士募集説明会

の結果報告について 報告事項
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参加企業一覧

令和7年12月20日(土)鎌ケ谷市役所開催
（バス）
京成バス千葉セントラル
京成バス千葉ウエスト
鎌ケ谷観光バス
（タクシー）
協進交通
丸十タクシー
京成タクシーセントラル
三ツ矢エミタスタクシー・船橋営業所

令和8年1月18日(日)白井市役所開催
（バス）
京成バス千葉セントラル
京成バス千葉ウエスト
鎌ケ谷観光バス

（タクシー）
協進交通
丸十タクシー
京成タクシーセントラル
エミタスタクシー北総・白井営業所

（２）鎌ケ谷市・白井市合同バス・タクシー運転士募集説明会の結果報告について
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報告事項
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報告事項（２）鎌ケ谷市・白井市合同バス・タクシー運転士募集説明会の結果報告について

令和7年12月20日(土) 来場者数：１２名
令和8年1月18日(日)  来場者数：１３名 合計２５名
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報告事項（２）鎌ケ谷市・白井市合同バス・タクシー運転士募集説明会の結果報告について
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鎌ケ谷市・白井市合同バス・タクシー運転士募集説明会
の結果報告について、以上となります。

報告事項

（２）鎌ケ谷市・白井市合同バス・タクシー運転士募集説明会の結果報告について 報告事項



３．議題

（３）ききょう号運賃協議部会の結果報告について
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報告事項



（３）ききょう号運賃協議部会の結果報告について
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【経緯】
第２回鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会で、運行するバス事業者毎に３つの運賃協議部会を設

けること、構成員は道路運送法で定められていることを説明し、３つの運賃協議部会（案）につい
てお諮りした。①コミュニティバスききょう号以外の運賃協議等については本協議会に諮ること、
②軽微なものの取扱いについては、事務局と千葉運輸支局とで相談して決めることを確認し、全員
の同意を得て承認された。

【運賃協議部会開催前の意見募集の結果報告】
道路運送法第９条第５項の規定に基づき運賃協議部会開催前にホームページ上で意見募集を行い、

意見はなかったことを報告。

【議題】
議題（１）鎌ケ谷市コミュニティバス「ききょう号」運賃協議部会運営規程（案）について
↳結果：運行するバス事業者毎に３つの運賃協議部会を設けており、３つの運賃協議部会で共通

する運営規程（案）について諮り、同意を得て承認された。また、軽微なものの取扱い
についても、運営規程の中で規定した。

議題（２）鎌ケ谷市コミュニティバス「ききょう号」運行事業 運賃について
↳結果：令和８年度から新たなルート・ダイヤで運行するコミュニティバス「ききょう号」につ

いて、①基本的な内容は現在のききょう号と変えず、運賃は大人100円、小児50円、障
がいのある方に対する割引等とし、②新たな割引として指定難病患者に対するものを追
加すること、③これまで取扱いが決まっていなかった小児が障がいを持っている等、割
引対象となる場合について整理し、無料とすることについて協議を行い、同意を得て承
認された。
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ききょう号運賃協議部会の結果報告について、以上となり
ます。

報告事項

（３）ききょう号運賃協議部会の結果報告について 報告事項



３．議題

（４）令和８年度ききょう号運行に係る進捗報告について
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（４）令和８年度ききょう号運行に係る進捗報告について 報告事項
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令和８年度ききょう号運行に係る進捗報告について、以上
となります。

報告事項

報告事項（４）令和８年度ききょう号運行に係る進捗報告について



３．議題

（５）ききょう号のバス停移設について
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（５）ききょう号のバス停移設について
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移設前

移設後
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ききょう号のバス停移設について、以上となります。

報告事項

報告事項（５）ききょう号のバス停移設について



３．その他
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４．閉会
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